
 口蹄疫等が発生している国への渡航を可能な限り自粛してください 

 渡航した場合 

・ 農場やと畜場等の畜産関連施設に立ち入らない 

・ 動物との不用意な接触をさける 

・ 肉製品等を持ち帰らない 

・ 帰国した際には動物検疫所カウンターに立ち寄り家畜防疫官の指導を受ける 

 帰国後 

・ 一週間は必要以外に衛生管理区域へ立ち入らない 

・ 海外で使用した衣服等は衛生管理区域に持ち込まない 

持ち込む場合は洗浄・消毒する 

 衛生管理区域への病原体の持ち込みを防止 

・ 立入禁止看板の設置等により、 

必要のない者を立ち入らせない、不要な物を持ち込まない 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

平成３１年１月２９日、韓国の京畿道安城市の牛飼養農場（飼養頭数:１２０頭）

において、平成３０年４月以来約８か月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。 

 また、昨年８月から中国においてアフリカ豚コレラの発生が継続しています。 

これから春節を迎えるにあたり、海外と日本を往来する旅行者が増加し、我が

国への口蹄疫、アフリカ豚コレラ等の病原体の侵入リスクは極めて高くなると考

えられ、十分注意が必要です。 

家畜飼養者の皆様は、病原体を侵入させないために飼養衛生管理基準の順守を

徹底しましょう。 

 
 
 
 
 

  

  

  

 

 

 

 

家 畜 衛 生 情 報  No.１２  平成３１年１月３１日 

西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所 

津軽地区家畜衛生推進協議会 

つがる市木造若竹２-１ TEL 0173-42-2276 FAX 0173-42-6087 

飼養している家畜に異常が見られた場合は、すぐに家畜保健衛生所へ
ご連絡下さい！ 

つがる家畜保健衛生所  ０１７３-４２-２２７６ 
土日休日緊急用携帯    ０９０-８７８８-７４５９ 

韓国で口蹄疫が発生！ 

家畜の伝染性疾病の防疫対策の徹底を 

従来からの防疫対策に加え、下記の事項に留意してください！ 

 



 

下記の特定症状を見つけた場合には、すぐに家畜保健衛生所に通報する義務

があります。 

牛では、３９．０度以上の発熱、流ぜん、口やひづめに水ほうやびらん等 

 

 

 

 

 
 

豚では、３９．０度以上の発熱、鼻やひづめに水ほうやびらん、哺乳豚の半数 

以上の死亡等 

 

 

 
 

口蹄疫の特定症状 


